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平成 26 年５月 16 日 

各  位 

 

 

 

 

 

 

 

 定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 26 年５月 16 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 26 年６月 

25 日開催予定の第 56 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおり 

お知らせいたします。 

 

記 

 

１．変更の理由 

   当社定款第２条に定める事業目的の区分を明確にするものであります。 

 

２．変更の内容 

  変更の内容は以下のとおりであります。 

（下線部分は変更箇所です。） 
 

現行定款 変更案 

 

第１章 総 則 

第１条 （条文省略） 

（目 的） 

第２条 当社は、下記の事業を営むことを目的とする。

１．各種自動車用部分品および付属用品の輸出入なら

びに製造、売買 

２．各種自動車の輸出入および売買 

３．各種自動車、自転車の修理および部分品の脱着な

らびに鈑金・塗装および防錆加工に関する業務 

４．各種自転車および自転車付属品の製造、販売なら

びにレンタル業 

５．各種自動車，自転車の工具の販売 

６．各種自動車および自動車関連用品のリース業なら

びにレンタル業 

７．各種自動車および自動車関連用品の割賦販売業務

 

８．民間車検場の経営 

 

 

第１章 総 則 

第１条 （現行どおり） 

（目 的） 

第２条 当社は、下記の事業を営むことを目的とする。 

１．各種自動車、オートバイ、自転車用部分品および付属用

品の輸出入ならびに製造、売買 

２．各種自動車、オートバイ、自転車の輸出入および売買 

３．各種自動車、オートバイ、自転車の修理および部分品の

脱着ならびに鈑金・塗装および防錆加工に関する業務 

４．各種自転車および自転車付属品の製造、販売ならびにレ

ンタル業 

５．各種自動車、オートバイ、自転車の工具の販売 

６．各種自動車および自動車関連用品、オートバイおよびオ

ートバイ関連用品のリース業ならびにレンタル業 

７．各種自動車および自動車関連用品、オートバイおよびオ

ートバイ関連用品の割賦販売業務 

８．民間車検場の経営 
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現行定款 変更案 

 

９．自動車整備業、車検業務および車検に関する指導・

相談業務 

１０．自動車定期点検業務の斡旋 

１１．～ ４３．（条文省略） 

 

第３条 （条文省略） 

 ｜ 

第５条 （条文省略） 

 

 

９．自動車およびオートバイ整備業、車検業務および 

車検に関する指導・相談業務 

１０．自動車およびオートバイ定期点検業務の斡旋  

１１．～ ４３．（現行どおり） 

 

第３条 （現行どおり） 

 ｜ 

第５条 （現行どおり） 

 

 

３．日程（予定） 

  定款変更のための株主総会開催日  平成26年６月25日 

  定款変更の効力発生日       平成26年６月25日 

 

以 上 


